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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年４月１４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１１月３日（水、祝日） １３時３３分ごろ 

発生場所 香川県多度津町多度津港沖 

 多度津港西防波堤灯台から真方位２９６°７４０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１７.１′ 東経１３３°４３.７′） 

事故調査の経過  平成２２年１１月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 龍
たつ

丸、３.４トン 

  ２７３－１０６９５(船舶検査済票番号)、個人所有 

 ９.６６ｍ（Lr）×２.４７ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２７９.４９kＷ、平成１２年４月２８日 

Ｂ モーターボート Ｋ
ケイ

＆
アンド

Ｈ Ｖ
エイチブイ

、５トン未満 

   ２８０－２２１８６香川、個人所有 

 ６.３１ｍ（Lr）×２.３６ｍ×１.１７ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、８４.６kＷ 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１０年５月２１日 

    免許証交付日 平成１９年８月２７日 

           （平成２５年５月２０まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６０年５月２４日 

    免許証交付日 平成２１年８月３日 

           （平成２７年５月２３日まで有効） 

 死傷者等 負傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に亀裂 

Ｂ 右舷ブルワーク及び操舵室囲壁に亀裂、操舵室ガラスが破損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、遊漁客９人を乗せ、多度津港沖の釣

り場での釣りを終え、広島県竹原市 忠
ただの

海
うみ

港に向けて帰航することとし、

平成２２年１１月３日１３時３０分ごろ同釣り場を発進した。 

船長Ａは、操舵室右舷側の椅子に座って手動操舵にあたり、釣り道具を

片付けていた遊漁客の様子を見ながら、針路約２７８°（真方位、以下同

じ。）として低速力で航行した。 

船長Ａは、衝突の約１０秒前、左舷正横１００ｍ付近からＡ船の前路に
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向けて接近してくる小型のモーターボートを視認したので、同船の前路を

通過しようとして対地速力約１２～１４ノット（kn）に増速した。 

 船長Ａは、衝突の直前に左舷船首方にＢ船を視認し、右舵一杯及び全速

力後進としたが、１３時３３分ごろ、多度津港西防波堤灯台から２９６°

７４０ｍ付近で、Ａ船の左舷船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者２人を乗せて、多度津港沖の

釣り場で船外機を中立状態として漂泊し、釣りを行った。 

船長Ｂは、衝突の約２０分前、潮の流れが止まったので釣りをやめて帰

航することとし、船外機を停止して船首甲板で釣り道具の後片付けを始め

た。 

船長Ｂは、これまでＢ船が漂泊中には、航行中の他船の方でＢ船を避け

てくれていたので、接近する他船があれば漂泊中のＢ船を避けてくれると

思い、船首を北に向けたＢ船の船首甲板で釣り道具の後片付けを続けた。 

船長Ｂは、船尾甲板にいた同乗者の声を聞いて、右舷後方至近に接近し

たＡ船を初めて視認したが、直後に衝突した。 

 気象・海象 

  

気象：天気 晴れ、風向 西、風速 約１～３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

その他の事項  Ａ船は、約１２～１８kn の速力で航行すると、船首が浮上して船首方に

死角が生じることから、Ａ船の船尾船底には、船首の浮上を押さえて船首

死角を解消するためのフラップが取り付けられていたが、本事故時、船長

Ａが、フラップを出すスイッチを入れていなかった。 

 船長Ｂは、以前、Ｂ船の船外機を中立状態にして漂泊していたところ、

船外機が停止してしまい、再始動が困難となったことがあったので、船外

機を停止したのち、釣り道具の片付けを始めた。 

Ｂ船は、汽笛を備えていた。 

 船長Ａは、１３時５０分ごろ携帯電話で海上保安庁に連絡した。  

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、多度津港沖を北西進中、船長Ａが、遊

漁客の様子や左舷正横付近から接近してくる小型

船に意識を集中し、適切な見張りを行っていなか

ったことから、前路で漂泊中のＢ船に気付かずに

航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、多度津港沖において漂泊中、船長Ｂ

が、航行中の他船が漂泊中のＢ船を避けてくれる

ものと思い込み、船首甲板で釣り道具の片付けを

行い、適切な見張りを行っていなかったことか

ら、右舷後方から接近するＡ船に気付かずに漂泊

を続け、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、多度津港沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が漂泊中、両船

が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

 




